
高齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限
駐車区間のご利用には、本人の申請によって交付される

次の「専用場所駐車標章」が必要です。

○標章の交付を受けた本人が運転している場合のみ駐車できます。
○標章に登録（車両）番号が記載されている普通自動車のみ
駐車できます。
○標章は、駐車している間、フロントガラスの内側の見やすい
箇所に、表面が前方から見やすいように掲示してください。

○駐車方法が路面に白線で標示されているときは、その内側に駐車してください。
○高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーター
を作動させるなど、時間制限駐車区間における駐車の方法に従ってください。

○標章の譲渡や貸与はできません。
○妊娠中または出産後8週間以内の方は、出産から8週間を過ぎると標章を使用
できなくなります。速やかに、最寄りの警察署に返納してください。

これらに違反した場合には、罰金等の対象となります。

詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。

ご注意

駐車の方法

標章の使用方法

（財）全日本交通安全協会・警察庁 



高齢運転者等専用駐車区間 

駐車禁止区間 

高齢運転者等専用 
時間制限駐車区間 

時間制限駐車区間 
（すべての車両が駐車可能） 

ただし、普通自動車を運転することが
できる運転免許を受けている本人が
申請して交付された「標章」が必要と
なります。
a標章について詳しくは裏表紙をご覧ください。

高齢運転者等
専用駐車区間

高齢運転者等専用
時間制限駐車区間

高齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間に高齢運転者等以外の方が駐車した場合は駐車違反となり、
他の場所より2,000円高い反則金・放置違反金が課されます。

妊娠中
または出産後
8週間以内の方

身体障害者マーク・
聴覚障害者マーク

の対象者※

高齢者マークの対象者
（70歳以上）

住所地を管轄する公安委員会（最寄りの警察署）

●標章申請書
●運転免許証
●自動車検査証
●（妊娠中または出産後8週間以内の方は）
妊娠の事実または出産の日を証明できる
書類（母子健康手帳等）

標章の申請に必要なもの

標章の申請先

※「身体障害者マークの対象者」とは、肢体不
自由であることを理由に免許に条件を付され
ている方です。「聴覚障害者マークの対象者」
とは、両耳の聴力が補聴器を用いても10メー
トルの距離で90デシベルの警音器の音が聞
こえない程度の聴覚障害のあることを理由に
免許に条件を付されている方です。


